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公  示 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）後任のもと、国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則、および

その付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその付則、スピード競技開催規定および、本競技会特別規則書に従いクローズド

競技として開催される。 

第１条競技会の名称 

  

 オートテストｉｎゆとりすと２０２０ 

 

第３条 競技の格式 

 ＪＡＦ公認：クローズド競技 

 

第４条 開催日程及び開催場所 

日     程  ：２０２０年３月２８日（土） 

場     所  ：高知県大豊町 ゆとりすとパーク駐車場 

 

第５条 オーガナイザー 

ラリークラブつるぎ（ＴＳＵＲＵＧＩ）（ＪＡＦ加盟クラブＮｏ．３６０２２） 

  所在地：徳島県 三好市 三野町 太刀野 ５－２２ 

会長 西村 清  

代表 原 信義 

 

第６条組織 

 

6-1  組織委員会 

組織委員長   金井 宣夫 (TSURUGI) 

組織委員    長江 修平(TSURUGI)  

組織委員    堀口 恵司(TSURUGI) 

 

    6-2  審査委員会 

審査委員長    石川美代子(SPILIT) 

審査委員    和田 善明(OWL) 

 

6-3  競技主要役員 

競技長    金井 宣夫   (TSURUGI)    

コース委員長  長江 修平   (TSURUGI)       

計時委員長  堀口 恵司 (TSURUGI)       

           技術委員長   高岡 徹 (TSURUGI)       

救急委員長  松永 章子 (TSURUGI)   

事務局長    三宅 律子 (TSURUGI) 

 

第７条 参加申込（問い合わせなど） 

 7-1 受付の開始 ：２０２０年３月 １日（日）１０：００ 

 7-2 受付の締切 ：２０１９年３月２５日（水） ９：００ 

7-3 参加申込先 ：〒771-2305 徳島県 三好市 三野町 太刀野５－２２ 

                              ラリークラブつるぎ 事務局 中岡和好 

               携帯090-3988-5116 Mail nakaoka@ymw.co.jp 

 7-4 申込方法 ：別紙申込書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で申し込みのこと 

① 申込用紙と参加費用を現金書留で郵送 

② 申し込み用紙を郵送し参加費用を指定口座に振り込み 

③ 申込用紙をメールし参加費用を指定口座に振り込み 
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7-5 振り込み先（郵貯銀行から） 

郵貯銀行 普通預金 記号16240 口座番号16600021 

 口座名 ﾗﾘｰｸﾗﾌﾞﾂﾙｷﾞ 

7-6 振り込み先（一般銀行から） 

郵貯銀行 ６２８（ろくにいはち）支店 普通預金口座 番号1660002  

口座名 ﾗﾘｰｸﾗﾌﾞﾂﾙｷﾞ 

 7-7 参加料 ２，０００円 正式受理後の返金はしない。 

 

 7-8 申込の受理 参加受理書は発行せず、当クラブホームページ上への掲載をもって正式受理とする。 

 

7-9 大会の通知事項は下記ホームページに掲載される 

http://www.nishinihon-rally.com/tsurugi/index.html 

 

第８条 参加車両・クラス・参加台数 

8-1 参加車両 

保安基準に適合した、登録番号付き四輪車両であること。 

ハイグリップタイヤ、Ｓタイヤの使用を禁止する。 

8-2クラス設定・対象車両・車両規定 

Ａクラス        ＡＴ，ＣＶＴ車両           

Ｂクラス         マニュアルミッション車 

8-3 参加台数  

午前・午後 各３０台 

 

第９条 参加資格・装備品など 

 9-1  参加車両を運転するのに有効な運転免許証所持者。 

  

 9-2 参加者（同乗者を含む）の装備品 

    ・服装：長袖、長ズボンを推奨。 

サンダル、長靴、下駄など運転に適さない履物は不可 

・グローブ：装着は自由 

 9-3 同一車両での重複参加を認める 

 9-4 1名までの同情を認める（６歳以上で身長１４０ｃｍ以上とする） 

 

第１０条 タイムスケジュール 

 ゲートオープン 8：00 

 

午前の部           午後の部 

参加受付    9：00- 9：30             13:00-13:30 

コース下見   9：00- 9：45             13:00-13:45 

車両確認    9：00- 9：45             13:00-13:45 

走行前説明   9：45-10：05             13:45-14:05 

１回目走行  10：10-                   14:10- 

２回目走行  １回目走行終了10分後          ←と同じ 

表彰式     2回目走行終了の20分後     ←と同じ 

 

第１１条 計測 

  

  計測は１／１０秒単位まで計測する 

   

第１２条 ペナルティー 

  以下のペナルティーを走行時間に加算する 

   ・反則スタート  ５秒 

http://www.nishinihon-rally.com/tsurugi/index.html
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   ・コース上のパイロン移動、１個につき５秒 

   ・コースを間違えた場合ゴールライン通過でミスコースとする 

   ・ミスコースの場合、当該ヒートのクラス最遅タイムに10秒加算したタイムを与える 

   ・車庫入れの入庫不足、停止位置で停止できなかった場合 各５秒 

   ・減速レーンでの一旦停止違反 ５秒 

   ・違反走行（サイドブレーキの使用、コース仕切り柵等との接触）は、当該ヒートを失格とする。 

   ・タイムスケジュールに遅刻・およびその他の違反は審査委員会の判断により、失格または10秒以上のタイムペナルティ

ーを与える。 

 

第１３条 順位決定方法 

13-1  ２回走行し、より早いタイムを採用して順位を決定する。 

  13-2  同一タイムの場合下記による。 

① ペナルティの少ないもの 

② １本目の走行タイムの早いもの 

③ 車の排気量の小さいもの    

④ 上記で決まらない場合は審査委員会の決定による   

 

第１４条 安全規定 

 14-1 参加者は長そで、長ズボンの着用を推奨する。 

 14-2 同乗者を含め、競技中はシートベルトを必ず着用する。 

 14-3 走行中などは全閉とする。 

 

第１５条 保険 

競技に有効な保険への加入は参加者の任意とする。 

なお、競技中の事故に関して、自動車保険（任意保険）は適用とはならない。 

また、主催者は施設の破損等に対して免責である。 

 

第１６条 賞典 

各クラスの参加台数により賞典を決定する。 

 

第１７条 競技会の成立、延期、中止、または短縮 

 17-1 保安上または不可抗力による事情が生じた場合及び、荒天時等、競技会審査委員会の決定により競技会を中止・短縮と

することができる。 

17-2 競技会の成立 

     本競技会は，オーガナイザー並びに大会役員の手違いであるなしに関わらず，競技としての成績判定が可能な限り 

において，打ち切りの場合でも成立する。 

 17-3 競技会が中止となった場合は参加料を返還する。ただし、中止の原因が警報発令以上の気象条件、官公署からの指示に

よる場合はこの限りでない。 

 

第１８条 本規則の解釈 

本規則及び競技に関する諸規則，公式通知の解釈について疑義が生じた場合は，審査委員会の決定を最終とする。 

      本規則に明示されていない場合は，全て国内競技規則が優先する。 

 

第１９条 本規則の施行ならびに記載されていない事項 

 19-1 本規則は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。 

19-2 本規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則、およびＦＩＡ国際モータースポーツ競技 

規則とその付則に準拠する。 

 19-3 本規則発効後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は、すべての規則に優先する。 

                                             以 上 


